
 

 

 

平成 28 年 7 月 1 日 

  自 動 車 局 

 

国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン等の一部改訂について 

～国際海上コンテナの横転事故防止のために～ 

 

 

 

 

 

 

 「海上人命安全条約」（ＳＯＬＡＳ条約）は、従前より、国際海上輸出コンテナの

総重量を船長に提出することを荷送人に義務付けていましたが、近年、総重量の誤

申告に起因するとみられるコンテナの荷崩れ等の事故が発生していることを踏ま

え、国際海上コンテナの総重量の確定方法が、平成２８年７月１日より発効する改

正ＳＯＬＡＳ条約に定められました。 

改正ＳＯＬＡＳ条約を踏まえて、輸出コンテナ１本ごとの重量情報の伝達を荷主等の

各関係者に求めることなど、平成２５年６月に策定した「国際海上コンテナの陸上におけ

る安全輸送ガイドライン」等の一部を改訂いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、「国際海上コンテナの陸上における安全運送ガイドライン」等の詳細につ

いては、下記ＵＲＬに掲載しております。 

ＵＲＬ： http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000022.html 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

 国土交通省自動車局安全政策課 髙橋、鈴木  

 電話：03-5253-8111（内線 41615、41624）03-5253-8566（直通） ＦＡＸ：03-5253-1638 

 平成２８年７月１日より改正 SOLAS 条約が発効されることを踏まえ、輸出コンテナ１本

ごとの重量情報の伝達を荷主等の各関係者に求めることなど「国際海上コンテナの陸上

における安全輸送ガイドライン」等の一部を改訂しましたので、公表いたします。 

＜国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン及びマニュアルの改訂概要＞ 

○ＳＯＬＡＳ条約の改定により、輸出コンテナについては、コンテナの荷送人はコンテナ一本ご

との重量情報を船長等へ伝達することが義務付けられることを明記。 

○輸入コンテナの受荷主に対して、ＳＯＬＡＳ条約非加盟国の発荷主に対してもコンテナ一本ご

との重量情報提供を依頼するよう明記。 


